
  請　願　　　　　　　　（表紙）

掛川市議会議長 様
         〇〇〇〇…に関する請願書
　　　　　  紹介議員〇〇〇〇　印
 　　　　　　　　　　　 （内容）

   〇〇〇…に関する請願書
（内容要旨）

平成　年　月　日
提出者〇〇〇〇　印　

他…名

 住　所　　氏　　　名　　　印

陳　情　　　　　　　　（表紙）

  掛川市議会議長 様
         〇〇〇〇…に関する陳情書
　　　　　  
 　　　　　　　　　　　 （内容）

   〇〇〇…に関する陳情書
（内容要旨）

平成　年　月　日 
提出者〇〇〇〇　印　

他…名

 住　所　　氏　　　名 　　　印

請
せ い が ん

願・陳
ち ん

情
じょう

　市政に対して “ こうしてほしい ” というような要望を、市民の皆さんから市議会に
「請願」「陳情」という方法で伝えることができます。

　議会は提出された請願・陳情を審議し、
必要と認められたものは市の仕事に活かす
よう、市長へ。また、国や県に意見書を提
出することもあります。

請願書・陳情書の所定用紙はありません。
請願者・陳情者が❶～❻の必要事項を記入し作成して
下さい。
❶宛先（掛川市議会議長）
❷紹介議員の署名または記名押印（陳情は必要あり
　ません）
❸請願（陳情）の趣旨
❹提出年月日
❺請願者（陳情者）の住所、氏名、押印（法人の場
　合はその所在地と名称）
❻請願者（陳情者）代表以外の住所、氏名、押印（自
　署の場合は押印不要）
※署名簿を添付する場合は、署名者の住所・氏名が必要です。
※常用漢字を使用して下さい。

作成と提出のしかた

詳細は議会事務局
☎0537︲21︲1160 へ
お問い合わせください。

みなさんに寄り添う議会、みなさんの
声を反映させる議会を目指して！

陳述を委員会で行う様子（6月定例会・環境産業委員会）

　憲法により保障された権利
で、紹介議員が必要です。

　法律で保障された権利で
はありませんが、請願に準
じた扱いとなります。紹介
議員は不要です。

　憲法により保障された権利

請願とは？ 陳情とは？
せい  がん ちん  じょう

　法律で保障された権利で
はありませんが、請願に準

請願とは？ 陳情とは？
せい  がん ちん  じょう

❸

❹ ❹
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請願書・陳情書の例
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